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５．金融再生法開示債権
【3行合算】

（百万円）
13年3月末 12年9月末 12年3月末

12年9月末比 12年3月末比

805,931       △ 234,103   51,703         1,040,034     754,228       

1,613,012     187,413       △ 668,452   1,425,599     2,281,464     

1,776,725     105,828       73,279         1,670,897     1,703,446     

合　　　　　　計　（Ａ） 4,195,671     59,136         △ 543,470   4,136,535     4,739,141     

部 分 直 接 償 却 実 施 額 2,202,942     △ 119,127   216,756       2,322,069     1,986,186     

６．金融再生法開示債権の保全状況
【3行合算】

（百万円）
13年3月末 12年9月末 12年3月末

12年9月末比 12年3月末比

保　　全　　額　　　（Ｂ） 3,077,110   △ 24,034     △ 674,941   3,101,144   3,752,051   

貸 倒 引 当 金 879,503      44,743         △ 425,797   834,760      1,305,300   

特 定 債 務 者 支 援 引 当 金 176,412      △ 58,792     △ 48,292     235,204      224,704      

担 保 保 証 等 2,021,194   △ 9,986       △ 200,851   2,031,180   2,222,045   

（％）

保　全　率     部分直接償却実施後 73.3           △ 1.7        △ 5.9        75.0           79.2           

(Ｂ)／(Ａ)      （部分直接償却実施前） 82.5           △ 1.5        △ 2.8        84.0           85.3           
破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権

に 対 す る 保 全 率 100.0         -               -               100.0         100.0         

危 険 債 権 に 対 す る 保 全 率 85.4           1.9            △ 2.7        83.5           88.1           

要 管 理 債 権 に 対 す る 保 全 率 50.3           △ 2.0        △ 7.6        52.3           57.9           

信用部分に対する引当率 （％）
破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権

に 対 す る 引 当 率 100.0         -                -               100.0         100.0         

危 険 債 権 に 対 す る 引 当 率 72.7           3.9            △ 6.8        68.8           79.5           

要 管 理 債 権 に 対 す る 引 当 率 27.9           △ 4.3        △ 4.4        32.2           32.3           

（参考）その他の債権に対する引当率 （％）

3.94           △ 0.01      0.20           3.95           3.74           

0.10           △ 0.02      △ 0.03      0.12           0.13           

要管理先債権以外の要注意先債権

正 常 先 債 権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危 険 債 権

要 管 理 債 権
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